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(57)【要約】
　本発明は、連続鋳造施設に好適な、回転可能なセンタ
ーシャフト（１）及びこのセンターシャフト上に回転に
対して固定して支持された少なくとも１つのロール外郭
（４）を備えている内部冷却されたストランド案内ロー
ルに関する。　ストランド案内ロールを機械的応力及び
熱的応力に耐え得るようにし、大きな鋳造幅のストラン
ドの生産に適していると共に、安価にメンテナンス作業
を実行できるようにすることを保証するために、ロール
外郭が、該ロール外郭内を通過している冷却液流路（２
２，２２ａ，２２ｂ，２２ｃ）を備え、該冷却液流路を
、ロール外郭の円筒状のロール外郭外周面から一定の距
離で、ロール外郭内に配することが提案されている。　
少なくとも１つの水ガイドリング（５）を、ロール外郭
とセンターシャフトとの間に配することが好ましい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回転可能なセンターシャフト（１）と、前記シャフト上に回転に対して固定して支持さ
れた少なくとも１つのロール外郭（４）とを備えている連続鋳造施設に好適な、内部冷却
されたストランド案内ロールであって、
　前記ロール外郭（４）が、該ロール外郭内を通過している冷却液流路（２２，２２ａ，
２２ｂ，２２ｃ）を備えており、
　該冷却液流路が、前記ロール外郭の円筒状のロール外郭外周面から一定の距離で、前記
ロール外郭内に配されている、
　ことを特徴とするストランド案内ロール。
【請求項２】
　前記ロール外郭（４）内の前記冷却液流路（２２，２２ａ，２２ｂ，２２ｃ）が、スト
ランド案内ロールの回転軸（２５）に対して平行に配されていることを特徴とする請求項
１に記載のストランド案内ロール。
【請求項３】
　前記ロール外郭（４）内の前記冷却液流路（２２，２２ａ，２２ｂ，２２ｃ）が、スト
ランド案内ロールの回転軸（２５）の周りに螺旋状に配されていることを特徴とする請求
項１に記載のストランド案内ロール。
【請求項４】
　前記ロール外郭（４）が、互いに回転に対して固定して接続されている２つの環状スリ
ーブ（３１，３２）と、該２つの環状スリーブの接続側面（３１ａ，３２ａ）で、該接続
側面の少なくとも１つに機械加工で形成されている冷却液流路（２２，２２ａ，２２ｂ，
２２ｃ）とを備えていることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載のストラ
ンド案内ロール。
【請求項５】
　前記ロール外郭（４）が、ロール外郭外周面（４ａ）と環状側部（３５，３６）と変位
部材（３７）とを形成している少なくとも１つの外側スリーブ（３４）を備えており、該
変位部材は前記環状側部の間を延在している前記ロール外郭内のキャビティ内に挿入され
、前記変位部材が、前記外側スリーブ（３４）の内壁（４ｂ）と共に冷却液が通過するた
めの冷却液流路（２２）を形成していることを特徴とする請求項１から３のいずれか一項
に記載のストランド案内ロール。
【請求項６】
　前記冷却液流路（２２，２２ａ，２２ｂ，２２ｃ）と前記ロール外郭外周面（４ａ）と
の間の距離は、１０ｍｍ～４０ｍｍとされていることを特徴とする請求項１から５のいず
れか一項に記載のストランド案内ロール。
【請求項７】
　少なくとも１つの水ガイドリング（５）が、前記ロール外郭（４）と前記センターシャ
フト（１）との間に配されていることを特徴とする請求項１から６のいずれか一項に記載
のストランド案内ロール。
【請求項８】
　前記水ガイドリング（５）は、前記ロール外郭（４）と前記センターシャフト（１）と
の間で前記ロール外郭（４）「の長手方向の端部領域に配されていることを特徴とする請
求項７に記載のストランド案内ロール。
【請求項９】
　前記ロール外郭（４）内で前記冷却液流路（２２）が、実質的に半径方向の分岐ライン
（１６，１８，２０，３０）を介して、冷却液を供給及び吐出するために前記センターシ
ャフト内（１）に設けられた冷却液ライン（１５）に接続されていると共に、前記半径方
向の分岐ラインは、前記水ガイドリング（５）内を通過して形成されていることを特徴と
する請求項１から８のいずれか一項に記載のストランド案内ロール。
【請求項１０】
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　前記水ガイドリング（５）の長手方向に配された前記半径方向の分岐ライン（１６，１
８，２０）は、前記水ガイドリングの少なくとも１つの分配器環状溝（１７，１９）に開
口していることを特徴とする請求項９に記載のストランド案内ロール。
【請求項１１】
　前記ロール外郭（４）内の前記分岐ライン（２０，３０）は、略半月状のミル加工膨出
部（２１）によって形成されていることを特徴とする請求項９または１０に記載のストラ
ンド案内ロール。
【請求項１２】
　前記ロール外郭（４）内で互いに隣接して平行に配された複数、好ましくは３つの冷却
液流路（２２ａ，２２ｂ，２２ｃ）が１つの連続的な冷却液流路（２２）を形成している
と共に、隣接している冷却液流路の間で、接続流路（２６，２７）が好ましくは、前記ロ
ール外郭内の側端部のミル加工切り込み形状部によって形成されていることを特徴とする
請求項１から１１のいずれか一項に記載のストランド案内ロール。
【請求項１３】
　シール部材（２）、好ましくは環状溝内に挿入されたシールリングが、前記水ガイドリ
ング（５）と前記ロール外郭（４）との間、及び、前記水ガイドリング（５）と前記セン
ターシャフト（１）との間に設けられていることを特徴とする請求項１から１２のいずれ
か一項に記載のストランド案内ロール。
【請求項１４】
　前記ロール外郭（４）は長手方向の少なくとも副領域に亘って前記センターシャフト（
１）上に直接的に支持されていることを特徴とする請求項１から１３のいずれか一項に記
載のストランド案内ロール。
【請求項１５】
　前記ロール外郭（４）は、少なくとも１つの回り止め部材（６）、好ましくはフェザー
・キー（７）によって前記シャフト（１）に関し、回転に対して固定されていることを特
徴とする請求項１から１４のいずれか一項に記載のストランド案内ロール。
【請求項１６】
　前記センターシャフト（１）内を通っている冷却液を供給するための前記冷却液ライン
（１５）が、前記センターシャフトの一側端部を出発し、前記センターシャフト内に設け
られている冷却液を吐出するための前記冷却液ラインが、前記センターシャフトの反対側
端部に開口していると共に、各々の冷却液ラインは回転型導出部（１０，１２）に割り当
てられていることを特徴とする請求項１から１５のいずれか一項に記載のストランド案内
ロール。
【請求項１７】
　前記センターシャフトを通過している前記冷却液ラインが、前記センターシャフトの一
側端部に開口しており、これら冷却液ラインが多条の回転型導出部に割り当てられている
ことを特徴とする請求項１から１５のいずれか一項に記載のストランド案内ロール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、連続鋳造施設（continuous casting installation）に好適な、回転可能な
センターシャフト及びこのセンターシャフト上に回転に対して固定して支持された少なく
とも１つのロール外郭（roll shell）を備えている内部冷却されたストランド案内ロール
（internally cooled strand-guiding roll）に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ストランド案内ロールは、鋳物ストランド（cast metal strand）がストランド案内ス
タンド内で永久鋳型から取り出された後に、前記鋳物ストランドを連続的に支持・案内す
るために、連続鋳造施設で使用されている。　ストランド案内ロールは、特に鋼ストラン
ドの場合には、鋳物ストランドが１０００℃を超える温度で鋳型から離脱するので、高い
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熱応力に曝されている。　特に板状（slab format）の比較的厚いストランドを生成する
場合、ストランド内にはかなりの液状コアも依然として存在しており、その結果として、
ストランド案内ロール上には溶鋼静力（ferrostatic forces）が加わっている。　更にス
トランド案内ロールは、ストランドの曲げにより生じる変形力にも耐え得るものでなけれ
ばならない。　従って、ストランド案内ロールは通常、内部冷却構造を備えており、機械
的な応力に適応できるようなロバスト設計が為されている。　鋳物ストランドのストラン
ド幅が３ｍにまで大きくなると、複数のストランド案内ロールを取り付けることが必要と
なり、従って、ストランド案内ロールの支持構造の部品点数が多くなってしまう。
【０００３】
　ストランド案内ロールを内部冷却する構成については種々の解決策が提案されており、
既に従来技術として公知となっているものもある。
【０００４】
　従来提案されている解決策の１つの群では、環状の冷却液流路若しくは複数の流路を環
状に配したものが、ロール外郭とセンターシャフト若しくは車軸（axle）との間に設けら
れている。　この態様の一般的な欠点の１つは、ロール表面と冷却液流路との間にかなり
の距離が生じてしまい、このため熱伝達の遅れを考慮に入れると、ロール外郭で表面温度
が極端に高くなり、その結果、更なる外部冷却が必要となってしまうことにある。
【０００５】
　この群に属するストランド案内ロールは、例えば特許文献１から公知である。　これは
複数取り付けられた連続的なシャフトを備えたストランド案内ロールであって、個々のロ
ール外郭が溶接接合により回転に対して固定して設けられている。　環状空間がセンター
シャフトと各々のロール外郭との間に冷却液流路として形成されており、この環状空間は
中央の供給ラインに接続されている。　このような溶接構造では、ストランド案内ロール
を取り外すことができず、それゆえに、高い熱応力及び高い機械的応力に曝されるロール
外郭を交換することができない。　冷却液流路はシャフトとロール外郭との間に形成され
ているので、ロール外郭表面からはかなりの距離のところにあり、ロール外郭からの熱放
散には好ましくない影響を及ぼす。　この場合、実際にはロール外郭は全体としてむしろ
蓄熱器として作用してしまう。
【０００６】
　特許文献２の図１ａ及び図１ｂを参照すると、この特許文献２は、中央に複数取り付け
られたシャフトと、このシャフト上に設けられた複数のロール外郭を備えたストランド案
内ロールが開示されている。　各々のロール外郭の内周面全体は、シャフトの外周面を支
持していると共にフェザー・キー（feather key）によってシャフトに取り付けられ、回
転に対して固定されている。　このストランド案内ロールは、シャフト内の中央を通るよ
うに形成された冷却液ラインによって内部冷却されている。　この種のストランド案内ロ
ールは、外郭表面から冷却液ラインまでの熱伝達経路が特に長いという根本的な欠点を有
している。　組立てに関連するシャフトとロール外郭との間の環状空隙が熱を遮断するよ
うに作用し、ストランド案内ロールからの熱放散を更に妨げている。
【０００７】
　更に特許文献２は、複数取り付けられたシャフトと、このシャフトに嵌着されたロール
外郭を備えたストランド案内ロールを開示しており、各々のロール外郭は、フェザー・キ
ー（feather key）によってシャフト上で、回転に対して固定されるように設けられてい
る。　高い熱伝導性を有する材料で充填された環状空隙が、ロール外郭の長手方向の小区
域（subregion）に亘って、ロール外郭と軸との間に形成されている。　熱は、シャフト
を貫通している中央の冷却液ラインを介して内部冷却によってストランド案内ロールから
放散されている。　熱伝導性を有する充填材によって、ロール外郭とシャフトとの間の空
隙の遮蔽作用を防ぐことはできるものの、熱応力が加わるロール外郭表面と冷却液ライン
との間の距離は、依然としてかなり大きい。
【０００８】
　また、単一のロール外郭と、該ロール外郭とロールコアとの間に種々の形状の冷却液流
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路を備えたストランド案内ロールも、特許文献３から公知である。
【０００９】
　従来提案されている解決策の更なる群によると、冷却液流路は実質的に単一部材から成
るロール本体に直接的に一体化されており、これら冷却液流路は貫通孔によって形成され
ている。　このようにして、冷却液流路をロール表面に近接して配置することが可能とな
ると共に、結果として短縮される熱伝達路によって冷却作用の増大を達成することができ
る。
【００１０】
　冷却液用の孔がロール表面に近接して均一に設けられたこの種のストランド案内ロール
は、特許文献４、特許文献５、及び特許文献６から既に公知である。　これらのストラン
ド案内ロールは、両側でロール本体に隣接しているベアリングジャーナルを備えた単一部
材から成るロール本体によって形成されている。　冷却液は、両端部側でベアリングジャ
ーナルに隣接している回転型導出部（rotary leadthrough）と中央の供給孔を介して供給
されており、該供給孔からは、半径方向の分岐ラインが、ロール周囲で設けられている冷
却液孔に連通している。　多数の周囲冷却液孔には一の分岐ラインから冷却液が供給され
、冷却液は、ストランド案内ロール内を流れの方向を変えながら流されている。　冷却液
は、一連の冷却液孔を互いに接続している対応する迂回通路によって、ロール本体の端部
側に取り付けられている環状フランジ内で迂回されている。　しかしながら、単一部材か
ら成るストランド案内ロールは、９００ｍｍ幅程度までの比較的幅の狭い板状ストランド
、及びブルーム状（bloom）及びビレット状（billet）の断面を有するストランドを生産
するための連続鋳造施設にしか使用することができない。　更に、ロール表面に損傷が生
じた場合には、単一部材から成るロールにあっては、複雑な修理作業が必要となったり、
ストランド案内ロール全体の交換が必要となったりする。
【００１１】
　同様に単一部材のロール本体を備えたストランド案内ロール、及びその使用上の制約に
ついては、特許文献７から公知である。　周囲に配置された冷却液孔への冷却液の分配の
みが、ロール本体に設けられた冷却液容器から出発して、個々の冷却液孔を開閉する制御
ディスクによって選択的に行われている。
【特許文献１】独国特許出願公開第２５５２９６９号明細書
【特許文献２】国際公開第０２／３８９７２号パンフレット
【特許文献３】米国特許第４，４４２，８８３号明細書
【特許文献４】国際公開第９３／１９８７４号パンフレット
【特許文献５】米国特許第５，２７９，５３５号明細書
【特許文献６】米国特許第４，５０６，７２７号明細書
【特許文献７】独国特許発明第３３１５３７６号明細書
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１２】
　従って、本発明は従来技術の欠点を解消すると共に、ロール外郭が受ける熱量を速やか
に放散する内部冷却構造を備え、ストランドによって生じる機械的応力及び熱的応力に一
層耐え得るようなストランド案内ロールを提案するものである。　特に本発明は、ストラ
ンド案内ロールのメンテナンスを一層容易にし、安価にメンテナンス作業を実行できるよ
うにすることを意図している。　本発明の更なる目的は、大きな鋳造幅のストランドの生
産にも適しており、メンテナンス作業に際しては、摩耗しやすい部品を交換するだけで足
りるように構成したストランド案内ロールを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明によるストランド案内ロールにおいては、このような目的は、ロール外郭はその
内部を貫通している冷却液流路を備え、該冷却液流路が、ロール外郭の円筒状のロール外
郭外周面から一定距離でロール外郭内に設けられているという事実によって達成されてい
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る。　好適な実施例によれば、ロール外郭内部の冷却液流路は、ストランド案内ロールの
回転軸に対して平行に配置されている。　しかしながら、冷却液流路を螺旋状（helicall
y）、例えば、長手方向に関して、ストランド案内ロールの回転軸の周りの螺旋に沿って
設けることもできる。　冷却液流路は、ロール外郭外周面近傍のロール周囲において、ロ
ール外郭内部の中で均一に配されると共に貫通孔によって形成されており、その結果、ロ
ール外郭を均一に冷却している。　冷却液流路とロール外郭外周面との間の距離は、１０
ｍｍ～４０ｍｍとすることが好ましい。　それゆえ、中央の軸は、ロール外郭の熱的応力
には極力影響されないように保たれている。　中央の軸の中の中央冷却液ラインからの冷
却液を伴う冷却液流路の供給は、あらゆる所望の形状で達成される。
【００１４】
　ロール外郭内における冷却液流路の形成を容易にするために、ロール外郭は、互いに回
転に対して固定して接続されている２つの環状スリーブと、これら２つの環状スリーブの
接続側面で、これら接続側面の少なくとも１つに機械加工で形成されている冷却液流路と
を備えている。　ロール外郭の２つの環状スリーブは、例えば締り嵌め若しくは側端溶接
によって接続されている。
【００１５】
　別の好適な実施例によれば、ロール外郭が、ロール外郭外周面と環状側部と変位部材と
を形成している少なくとも１つの外側スリーブを備えており、この変位部材は環状側部の
間を延在しているロール外郭内のキャビティ内に挿入され、この変位部材が、外側スリー
ブの内壁と共に冷却液が通過するための冷却液流路を形成しているという事実によって、
冷却液流路はロール外郭外周面にできるだけ接近させることが同様に可能となっている。
　好ましくは樹脂から作製される変位部材は、あらゆる所望の形状及び経路に対応できる
冷却液流路の形成を容易にしている。　冷却液流路の断面は、リングセグメント形状にも
適応され得るし、若しくは単一の環状冷却液流路にまで低減され得る。
【００１６】
　本発明の好適な実施例によれば、少なくとも１つの水ガイドリング（water guide ring
）が、ロール外郭とセンターシャフトとの間に配されている。　好適な実施例によれば、
水ガイドリングは、ロール外郭とセンターシャフトとの間でロール外郭の長手方向の端部
領域に配されている。　水ガイドリングを独立部材として設計すると共に各々のロール外
郭の端部領域に配することによって、部材間の機能的な分離がもたらされる。　水ガイド
リングは冷却液流路に冷却液を供給するためにのみ用いられ、水ガイドリングの内径及び
外径は、ストランドからの反力及び水ガイドリング上に作用するロール駆動部からの駆動
力が生じて水ガイドリングを介して伝達されることを可能な限り防止できるように設定さ
れている。　同時に、水ガイドリングとの接触面でのシャフト径を適宜段階的とすること
によって、保守作業のためのストランド案内ロールの組立て及び解体も容易となると共に
ロール外郭を交換することが可能となる。
【００１７】
　有利な構成は、ロール外郭内で冷却液流路が、実質的に半径方向の分岐ラインを介して
、冷却液を供給及び吐出するためにセンターシャフト内に設けられた冷却液ラインに接続
されているという事実に存しており、半径方向の分岐ラインは、水ガイドリング内を通過
して形成されている。
【００１８】
　水ガイドリングがセンターシャフトとロール外郭との間に設けられている場合には、半
径方向の分岐ラインは、水ガイドリングの長手方向に配されている。　水ガイドリングの
長手方向に配された半径方向の分岐ラインは、水ガイドリングの少なくとも１つの分配器
環状溝（distributor annular groove）に開口している。　このようにして、多数の周囲
冷却液流路に、センターシャフト内に設けられた１つの冷却液ラインと、冷却液を供給及
び吐出するための少なくとも１つの隣接する半径方向の分岐ラインとから、冷却液を均一
に供給することが可能となっている。
【００１９】
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　特に生産技術上の理由のため、ロール外郭内の分岐ラインは、略半月状のミル加工膨出
部（half-moon-shaped milled-out portion）によって形成されており、各々の場合にお
いて、周囲冷却液流路の１つはミル加工膨出部のチーク部（cheek）内に開口している。
【００２０】
　冷却作用と冷却液流路の作製に伴う製造支出との実質的に最適な割合は、ロール外郭内
で互いに隣接して平行に配された複数（好ましくは３つ）の冷却液流路が１つの連続的な
冷却液流路を形成しており、隣接している冷却液流路の間で、接続流路が、ロール外郭内
の側端部のミル加工切り込み形状部（milled-in formations）によって形成されている場
合に達成される。
【００２１】
　ロール外郭上に作用する力をセンターシャフトに伝達するために、ロール外郭は長手方
向の少なくとも副領域に亘ってセンターシャフト上に直接的に支持されている。
【００２２】
　ストランド案内ロールの個々の構成部品の間の冷却液ラインで洩れを避けるために、シ
ール部材（好ましくは環状溝内に挿入されたシールリング）が、水ガイドリングとロール
外郭との間、及び、水ガイドリングとセンターシャフトとの間に設けられている。
【００２３】
　センターシャフト上でのロール外郭の確実なロック接続（positively locking connect
ion）は、好ましくは１以上のフェザー・キー若しくは同等の作用を有する他の部品によ
る、少なくとも１つの回り止め部材（rotation preventer）によって為されている。
【００２４】
　ストランド案内ロールを通過する冷却液の流路の一の好適な形状は、センターシャフト
内を通っている冷却液ラインが、センターシャフトの一側端部を出発し、センターシャフ
ト内に設けられている冷却液を吐出するための冷却液ラインが、センターシャフトの反対
側端部に開口していると共に、各々の冷却液ラインは回転型導出部に割り当てられている
という事実に存している。
【００２５】
　ストランド案内ロールへの冷却液の供給が、施設の一方の側部若しくは連続鋳造施設の
ストランド案内装置の一方の側部に限定されることを許容する有利な実施例は、センター
シャフトを通過している冷却液を供給及び吐出するための冷却液ラインが、センターシャ
フトの一側端部に開口しており、これら冷却液ラインが多条の回転型導出部（multi -sta
rt rotary leadthrough）に割り当てられているという事実に存している。　この実施例
は好適には駆動ストランド案内ロール（driven strand-guiding rolls）に用いられるが
、従動ストランド案内ロール（nondriven strand-guiding rolls）にも使用され得る。
【００２６】
　使用される冷却液は、一般に冷却水である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２７】
　本発明の更なる利点は、添付図面を参照しつつ、限定目的でない以下の記述によって明
らかになるであろう。
【００２８】
　図中の記載は、本発明によるストランド案内ロールを図式的に描いたものであって、該
ロールは、例えば板状若しくは薄板状の断面を有するからり幅の広い金属ストランドを生
産するための連続鋳造施設のストランド案内システムに使用するのに適している。　異な
る実施例において、同一若しくは同等の部品には同一の参照符号を付している。
【００２９】
　図１に示されるストランド案内ロールは、４つのベアリング２によって回動可能に支持
されている連続的なセンターシャフト１を備えている。　ベアリング２及びベアリングを
担持しているベアリングハウジング３は、連続鋳造施設の（図示しない）ストランド案内
スタンドにおいて、それら部品を支持するためのものである。　使用されるベアリングは
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、通常、ころがり接触軸受である。　センターシャフト１は、３つのロール外郭４に割り
当てられており、３つのロール外郭４の各々は、シャフト１上で直接的に支持されている
。　連続鋳造施設の生産段階の際には、ロール外郭のロール外郭外周面４ａは、鋳造スタ
ンドと線接触状態となっており、鋳造スタンドからの熱を受ける。　更に、各ロール外郭
は、２つの水ガイドリング５に割り当てられており、これら水ガイドリング５は、その長
手方向の端部領域において、センターシャフト１とロール外郭４との間に位置決めされて
いる。
【００３０】
　ベアリング２とベアリングを囲繞しているベアリングハウジング３とは、隣接している
ロール外郭４の長手方向の外側に設けられている。　各々のロール外郭４の位置は、回り
止め部材６によって、シャフト１に関して、回転に対して固定されている。　この回り止
め部材６は、それぞれのロール外郭４の長手方向に関して中央で、センターシャフト１及
びそれぞれのロール外郭４内で長手方向の溝８，９に取り付けて係合されているフェザー
・キー７によって構成されており、これによって、確実なロック接続を形成していると共
にロール上に作用するトルクを伝達している。
【００３１】
　ストランド案内ロールは内部冷却構造を備えている。　冷却液の流れの通路は、図１に
おいて矢印で示されている。　冷却液は、回転型導出部１０を介してセンターシャフト１
の一端側部で供給されており、回転型導出部１０は、センターシャフト１内の一端側の凹
部１１内に嵌着されている。　冷却液は、更なる回転型導出部１２を通じてセンターシャ
フト１の反対端側部で吐出されており、回転型導出部１２は同様に、センターシャフト１
内の一端側の凹部１３内に嵌着されている。　軸方向にセンターシャフト１を通じている
中央の冷却ライン１５、この中央の冷却ライン１５から分岐すると共に水ガイドリング５
で第１の分配環状溝１７に開口している半径方向の分岐ライン１６、第１の分配環状溝１
７を水ガイドリング５で第２の分配環状溝１９に接続している更なる半径方向の分岐ライ
ン１８、及び、半月状のミル加工膨出部２１によって形成されたロール外郭４内の更なる
半径方向の分岐ライン２０を介して、冷却液は、冷却液流路２２内に導入されている。　
冷却液流路２２は、これらミル加工膨出部２１のチーク部内に開口し、ストランド案内ロ
ールの回転軸２５に対して平行に延在すると共に、ロール外郭表面から短い距離のところ
で、ロール外郭４の内部において均一に配されている。
【００３２】
　冷却液は、図２に示されているように、円周方向において互いに隣り合ってロール外郭
４の周囲に設けられている３つの冷却液流路２２ａ，２２ｂ，２２ｃを通じて順次流れて
いく。　図２は、図１のＡ－Ａ線視断面を表すものであって、この断面は、第２の分配環
状溝１９と入口側の半月状のミル加工膨出部２１とを通って切り出したものである。　こ
れらの冷却液流路２２ａ，２２ｂ，２２ｃは、ロール外郭４の端部側において、覆われた
（covered）ミル加工切り込み形状部によって形成された接続流路２６，２７によって接
続されている。　隣接している冷却液流路２２ａ，２２ｂ及び冷却液流路２２ｂ，２２ｃ
において流れの方向が反転されることにより、ロール外郭４の長手方向に亘って均一な冷
却作用が達成されている。　この場合、一のロール外郭における冷却液による熱の吸収は
、冷却液がその後に流れるロール外郭内で吸収する熱の大きさと略同じオーダーであるこ
とを保証する範囲内に維持されるので、３つの隣接している冷却液流路２２ａ，２２ｂ，
２２ｃの組み合わせが、最も効率的な実施例であることが立証された。
【００３３】
　図１に示される実施例においては、冷却液流路２２は、ストランド案内ロールの回転軸
２５に対して平行に、ロール外郭外周面に近接して延在している貫通孔によって形成され
ている。　冷却液流路２２とロール外郭外周面４ａとの間の距離は約１０ｍｍ～４０ｍｍ
であり、これにより、集中的な冷却と熱の放散が可能となり、安定状態での鋳造工程にお
いて、約１３０℃～１８０℃の低い表面温度が維持されている。
【００３４】
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　図３は、図１のストランド案内ロールのＢ－Ｂ線視断面を示すものであって、この断面
は、半径方向の分岐孔１６，１８を通って切り出したものである。　この図は、センター
シャフト１内の中央冷却液ライン１５と、該中央冷却液ラインから半径方向に延出してい
ると共に第１の分配環状溝１７に開口している４つの分岐ライン１６と、更に前方に延在
して第２の分配環状溝１９に接続している４つの半径方向分岐ライン１８とを示している
。　接続流路（ここでは接続流路２６のみが示されているが）を介して結合されている冷
却液流路２２ａ，２２ｂ，２２ｃは、出口側での冷却液流路２２ｃに隣接していると共に
図３において細線で示されているミル加工膨出部２１内に開口している。
【００３５】
　冷却液は、供給された方向に対して反転して周囲冷却液流路２２から戻されている。　
接続された冷却液流路２２ａ，２２ｂ，２２ｃは、ロール外郭４内のミル加工膨出部２１
によって形成され、水ガイドリング５内の第２の分配環状溝１９への接続を為している分
岐ライン２０に開口している。　分岐ライン１８は、第２の分配環状溝１９を水ガイドリ
ング５内の第１の分配環状溝１７に接続しており、この地点から、更なる半径方向の分岐
ライン１６が冷却液を中央冷却液ライン１５に戻し、この中央冷却液ライン１５を通じて
、冷却液は回転型導出部１２を介して再びストランド案内ロールから出て行く。
【００３６】
　複数のロール外郭４に対応して複数の閉塞部材（blocking element）２８が、中央冷却
液ライン１５内に挿入されており、冷却液が１パスでストランド案内ロールの個々のロー
ル外郭を通過するように、連続的な中央冷却液ラインを遮断するために用いられている。
【００３７】
　しかしながら、二条の回転型導出部（two-start rotary leadthrough）を介してセンタ
ーシャフトの一端側のみで、冷却液が中央冷却液ラインを通じて供給及び吐出されるよう
にすることも可能であり、その結果、冷却液の供給はストランド案内構成の一方の側、従
って連続鋳造施設の一方の側に制約されることになる。
【００３８】
　ストランド案内ロールへの冷却液の供給及びストランド案内ロールからの冷却液の吐出
は、ストランド案内ロールを支持しているストランド案内スタンド及びベアリングのベア
リング閉塞部材を介しても生じている。
【００３９】
　センターシャフト１と水ガイドリング５との間の接触面、及び／若しくは、ロール外郭
４と水ガイドリング５との間の接触面で、冷却液が逃げてしまわないことを保証するため
に、シール部材１９がこれらの領域に設けられている。　これらシール部材は、環状溝に
嵌入されたシールリングによって構成されている。
【００４０】
　図４は、水ガイドリングを組み込んでいない本発明によるストランド案内ロールを図式
的に描いたものである。　ロール外郭４はセンターシャフト１上に直接的に支持されてい
ると共に、フェザー・キーによって構成された回り止め部材６によって回転止めされてお
り、これによって、シャフトからロール外郭、及び、ロール外郭からシャフトへのトルク
伝達を可能としている。　図１に示された実施例のように、複数のロール外郭を、連続的
なセンターシャフトのためのベアリング位置の相互接続と共に設けることも可能である。
【００４１】
　冷却液は、回転型導出部１０から出発し、次いで中央冷却液ライン１５と分岐ライン３
０とを通過して軸方向の冷却液流路２２に至り、冷却液流路２２から分岐ライン３０と中
央冷却液ライン１５とを通って更なる回転型導出部１２に至ることによって、ストランド
案内ロールを通過される。　シール部材２９は、例えば分岐ライン３０に関して横方向の
ロール外郭４の内郭面に嵌着され、環状溝内で、洩れ損失を防止している。　冷却液流路
２２はロール外郭４における貫通孔によって形成されている。
【００４２】
　図５において図式的に描かれているように、ストランド案内ロールの回転軸２５の周り
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の螺旋に沿って螺旋状に延在している冷却液流路２２が、ロール外郭４を貫通するように
構成することも可能である。　ロール外郭４は、互いに回転に対して固定されるように接
続されている２つの環状スリーブ３１，３２によって形成されており、この場合において
、これらスリーブ３１，３２の接続側面３１ａ，３１ｂでは、螺旋状の冷却液流路２２が
、これら接続側面３１ａ，３１ｂの１つに向けて機械加工により形成されている。　回転
に対して固定されるような２つのスリーブ３１，３２の接続は、溶接によって為されてい
る。　しかしながら、当該接続は締り嵌めによって行っても構わない。　同様に、ロール
外郭を、ストランド案内ロールの回転軸に対して平行に配置されたストレートな冷却液流
路を構成して回転に対して固定されるように接続された２つのスリーブによって形成する
こともできる。　この場合において冷却液流路を、長手方向の衝撃（longitudinal impac
ting）によって、接続側面の内周側面若しくは外周側面に形成することができ、このよう
な方法は、製造技術の観点からも容易である。
【００４３】
　本発明によるストランド案内ロールの別な実施例が図６に示されている。　外側スリー
ブ３４と環状サイド部材３５，３６と変位部材３７とにより形成されたロール外郭４が、
回動可能なセンターシャフト１上で支持されている。　このロール外郭は回り止め部材６
を用いてセンターシャフト１に固定されている。　水ガイドリング５は、ロール外郭４の
長手方向端部領域において、ロール外郭４とセンターシャフト１との間に配されており、
冷却液が、分岐ライン１６及び接続ライン３８を介してセンターシャフト内に設けられた
冷却液ライン１５から、少なくとも１つの冷却液流路２２、好ましくはピッチ円周上に均
一に分配された複数の冷却液流路２２へ移動することを可能としている。　冷却液は上述
した実施例と同様にして吐出されている。　ストランド案内ロールの回転軸２５に対して
平行に配置された冷却液流路２２は、ロール外郭４の内壁４ｂと変位部材３７の外周にお
ける凹部とから形成されている。　冷却液の流れの方向、冷却液流路の断面形状、及び冷
却液流路のストレート若しくは螺旋配向は、これに関連して全体として所望のように構成
され得る。
【００４４】
　本発明は、上述した典型的な実施例に限定されるものではない。　むしろ、このストラ
ンド案内ロールは、本発明の保護範囲内で多様な改変が為され得るのである。
【００４５】
　例として、ストランド案内ロールは、連続鋳造施設での当該施設に特有の鋳造幅に応じ
て特定の数のロール外郭を備えている。　具体的には、鋳物ストランドを支持及び案内す
るために、１つの連続的なセンターシャフト上に配された１つから４つのロール外郭が通
常用いられる。　また各々の場合において、ロール外郭とセンターシャフトとの間に配さ
れた２つの水ガイドリングをスリーブ状の設計の１つの水ガイドリングに組み合わせるこ
とも可能であり、この場合、スリーブ状の水ガイドリングは、この水ガイドリングを貫通
する回り止め部材を備えている。　更に、ロール外郭外周面は、その上に溶接を施すこと
によって、高レベルの摩耗から追加的に保護され得る。　しかしながら、本発明の保護範
囲内で。追加的な耐摩耗スリーブをロール外郭に適用することも可能であり、例えば、こ
のようなスリーブを締り嵌め若しくは側端溶接によって設け、摩耗した際には取り外し若
しくは交換することも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明のストランド案内ロールの長手方向断面を図式的に描いたものである。
【図２】図１のストランド案内ロールのＡ－Ａ線視断面を図式的に描いたものである。
【図３】図１のストランド案内ロールのＢ－Ｂ線視断面を図式的に描いたものである。
【図４】本発明のストランド案内ロールの別な実施例の長手方向断面を図式的に描いたも
のである。
【図５】螺旋状の冷却液流路を備えた二分割ロール外郭を図式的に描いたものである。
【図６】本発明のストランド案内ロールの別な実施例の長手方向断面を図式的に描いたも
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【符号の説明】
【００４７】
１　センターシャフト
２　ベアリング
３　ベアリングハウジング
４　ロール外郭
４ａ　ロール外郭外周面
４ｂ　ロール外郭内壁
５　水ガイドリング
６　回り止め部材
７　フェザー・キー
８，９　溝
１０，１２　回転型導出部
１１，１３　凹部
１５　冷却ライン
１６，１８，２０　半径方向の分岐ライン
１７　第１の分配環状溝
１９　第２の分配環状溝
２１　半月状のミル加工膨出部
２２，２２ａ，２２ｂ，２２ｃ　冷却液流路
２５　ストランド案内ロールの回転軸
２６，２７　接続流路
２９　シール部材
３０　分岐ライン
３１，３２　環状スリーブ
３１ａ，３１ｂ　接続側面
３４　外側スリーブ
３５，３６　環状サイド部材
３７　変位部材
３８　接続ライン
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【国際調査報告】
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